
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

五
三
ペ
ー
ジ
改
正
前
欄
測
定
系
統
図
は
次
の
と
お
り
の

誤
り
。

五
三

改
正
前
欄
一
〇搬

送
ク
ト
ル

搬
送
波
が
ス
ペ
ク

ト
ル

五
七

改
正
前
欄

終
り
か
ら二 試

験
周
波
数








搬
送
波
周
波
数









七
七

改
正
後
欄二試

験
信
号

各
試
験
信
号

八
二

〃終り
か
ら七 







〃

改
正
前
欄

〃

九







令和年月日 火曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
四
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号

日
光
交
通
株
式
会
社

取
締
役
社
長

渡
辺

剛
志

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
羽
村
市
神
明
台
二
丁
目
四
番
地
三
九

株
式
会
社
島
田
組

代
表
取
締
役

島
田

昌
典

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
四
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
豊
島
区
北
大
塚
二
丁
目
一
一
番
一
四
号
四
階

株
式
会
社
Ｔ
ｏ

Ｔ
ｈ
ｅ

Ｎ
ｅ
ｘ
ｔ

代
表
取
締
役

西
出

康
二

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

新
潟
県
十
日
町
市
伊
達
甲
一
〇
二
一
番
地
一

株
式
会
社
十
日
町
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ

代
表
取
締
役

髙
橋

敏
二

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
五
日
付
け
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
田
端
二
字
三
四
番
地

北
陸
精
染
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

秀
治

合
併
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
エ
ム
キ
ャ
ッ
プ
十
七
号
株
式
会
社
と
合
併
し

て
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券

を
所
持
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
八
年
四
月

一
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目
五
番
一
五
号

ジ
ェ
イ
フ
ィ
ル
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
岡

祐
介

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
織
方
励

亥
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。令

和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
品
川
区
東
五
反
田
一

四

九

六
〇
六

Ｗ
ｉ
ｌ
ｌ
ｅ
ｄ
ｅ
ｒ

Ｉ
ｎ
ｃ
．

日
本
に
お
け
る
代
表
者

織
方

励
亥

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
六
十
九
号
）
総

務
省
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
特
性
試
験
の
試
験
方
法
を

定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

五
五
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
一
二
行
目
及
び
改
正
前
欄
九
行

目
の
次
に
次
を
加
え
る
。

掃
引
周
波
数

０
H
z

分
解
能
帯
域
幅

債
権
申
出
の
公
告

当
社
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
五
日
付
で
破
産
手
続
終

結
決
定
に
よ
り
解
散
し
ま
し
た
が
、
残
余
財
産
の
清
算
の

た
め
、
令
和
八
年
二
月
五
日
に
横
浜
地
方
裁
判
所
（
令
和

七
年
（
ヒ
）
第
八
十
号
）
に
よ
り
、
当
職
が
清
算
人
に
選

任
さ
れ
ま
し
た
。
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

横
浜
市
南
区
中
村
町
二
丁
目
一
二
七
番
地
の
二
四
号

株
式
会
社
富
永
工
務
店

清
算
人

土
井
川
哲
也

連
絡
先

横
浜
市
中
区
相
生
町
一

三
モ
ア
グ
ラ
ン

ド
関
内
ビ
ル
五
階
横
浜
協
和
法
律
事
務
所

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
四
億
四
千
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。
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令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｐ
Ａ
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｚ
Ｉ
Ａ

Ｍ
Ｆ
４
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
催
告
（
第
二
回
）

当
社
規
約
型
企
業
年
金
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
に
確

定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

し
た
こ
と
で
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
よ
り
終
了
し
た
の

で
、
当
社
規
約
型
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
も
の
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
八
年
二
月
十
六
日
）
の
翌
日

か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お

申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
十
七
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
箱
崎
町
三
六
番
二
号

サ
ン
テ
レ
ホ
ン
株
式
会
社

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

大
澤

正
康

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
は
、
令
和
八
年
一
月
三

十
一
日
確
定
給
付
企
業
年
金
法
第
八
十
三
条
第
一
項
第
一

号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
終
了
し
た
の
で
、
当
規
約
型

確
定
給
付
企
業
年
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期

間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
八
年
二
月
十
七
日

福
岡
県
北
九
州
市
八
幡
東
区
東
田
一
丁
目
七
番
五
号

株
式
会
社
有
薗
製
作
所
確
定
給
付
企
業
年
金

清
算
人

吉
村

美
裕


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